
１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1305

当初信託元本額 4,996,000,000円

当初受益権総口数 3,996,800口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 195,680,343 口

ダイワ上場投信－トピックス

公募

5兆円

委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表
示する受益証券と引き換えに交換するものとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者
が交換の請求を行なった指定販売会社に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交
付を行ない、指定販売会社は、受託者から交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやか
に交付するものとします。
また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成13年 7月 11日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

－

－

信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金
を振り込む方式により行なうものとします。

計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期間の最初の6カ月
終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。ただし、各計算
期間において、次の1.により計算した額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の23を乗じ
て得た額から受益権の上場にかかる費用および東証株価指数の商標（これに類する商標を含
みます。）の使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。また、信
託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の23以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買
取りを行なうことはありません。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1306

当初信託元本額 28,750,000,000円

当初受益権総口数 23,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 701,770,498 口

TOPIX連動型上場投資信託

公募

10兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第２号により計
算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第１号により計算した
額に、第２号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000 分の
24 を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額
を控除した額を超えないものとします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の24 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の50％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1308

当初信託元本額 金9,970,000,000円に相当する有価証券及び金銭の合計額

当初受益権総口数 10,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 212,047,450 口

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ

公募

30兆円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換する
株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消
の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降、また、受益証券に
ついては交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して３営業日
目以降
交換に必要な受益権口数に満たない受益権については、信託終了日以降、償還価額をもって
委託者の指定する証券会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日以降

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の22以内の率を乗じて得た金額並びに有価証券の貸付の指図を
行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財
産中から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取り又は償還の価額が当
該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1309

当初信託元本額 5,556,640,000円

当初受益権総口数 80,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 700,000 口

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

公募

220億円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第２号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の95 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の50％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1310

当初信託元本額 1,949,784,800円

当初受益権総口数 2,413,100口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 23,395,751 口

ダイワ上場投信－トピックス・コア３０

公募

5兆円

委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表
示する受益証券と引き換えに交換するものとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者
が交換の請求を行なった指定販売会社に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交
付を行ない、指定販売会社は、受託者から交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやか
に交付するものとします。
また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成14年 3月 28日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

－

－

信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金
を振り込む方式により行なうものとします。

計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期間の最初の6カ月
終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の22以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買
取りを行なうことはありません。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1311

当初信託元本額 3,184,000,000円

当初受益権総口数 4,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 34,318,414 口

TOPIX Core 30 連動型上場投資信託

公募

10兆円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の22 以内
の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1312

当初信託元本額 2,844,000,000円

当初受益権総口数 200,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 308,491 口

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の50 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1314

当初信託元本額 465,293,400円

当初受益権総口数 542,300口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 742,100 口

上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100

公募

5,000億円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権と引換えに交換する
株式の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関等に
受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額を
もって委託者の指定する販売会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た額並びに有価証券の貸付の指図を行っ
た場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中
から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1316

当初信託元本額 966,464,500円

当初受益権総口数 1,117,300口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 54,594,700 口

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株

公募

１０兆円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権と引換えに交換する
株式の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関等に
受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額を
もって委託者の指定する販売会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の２0以内の率を乗じて得た額並びに有価証券の貸付の指図を行っ
た場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中
から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1317

当初信託元本額 977,284,000円

当初受益権総口数 836,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 836,000 口

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｍｉｄ４００日本中型株

公募

５兆円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権と引換えに交換する
株式の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関等に
受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額を
もって委託者の指定する販売会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の５0以内の率を乗じて得た額並びに有価証券の貸付の指図を行っ
た場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中
から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1318

当初信託元本額 980,059,200円

当初受益権総口数 916,800口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 916,800 口

上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｓｍａｌｌ日本小型株

公募

１兆5,000億円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができ
る

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権と引換えに交換する
株式の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関等に
受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額を
もって委託者の指定する販売会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の５0以内の率を乗じて得た額並びに有価証券の貸付の指図を行っ
た場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中
から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1319

当初信託元本額 2,420,000,000円

当初受益権総口数 10,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 55,031,014 口

日経300株価指数連動型上場投資信託

公募

5000億円

無期限

無期限

中央三井アセット信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の１口当りの元本額に受益権口数を乗
じて得た金額に対し年10,000 分の52 以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1320

当初信託元本額 15,304,000,640円

当初受益権総口数 1,243,520口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 19,883,920 口

ダイワ上場投信－日経２２５

公募

5兆円

委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表
示する受益証券と引き換えに交換するものとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者
が交換の請求を行なった指定販売会社に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交
付を行ない、指定販売会社は、受託者から交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやか
に交付するものとします。
また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成13年 7月 9日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

－

－

信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金
を振り込む方式により行なうものとします。

計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期間の最初の6カ月
終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の23以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買
取りを行なうことはありません。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1321

当初信託元本額 73,842,000,000円

当初受益権総口数 6,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 56,920,246 口

日経225連動型上場投資信託

公募

10兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の24 以内
の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1322

当初信託元本額 2,266,000,000円

当初受益権総口数 453,200口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 1,980,080 口

上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００

公募

金１兆円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

適格機関投資家受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託
財産に対する持分に相当する投資信託証券を、当該受益権として振替口座簿に記載または
記録されている振替受益権と引換えに交換する
投資信託証券の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益
権の抹消の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
適格機関投資家受益者の保有する受益権のうち、交換に必要な受益権口数に満たない振替
受益権については、信託終了日以降、償還価額をもって委託者の指定する販売会社が買取り
を行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

日興シティ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の２０以内の率を乗じて得た額を毎計算期末又は信託終了の時に
信託財産中から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1323

当初信託元本額 4,600,000,000 円

当初受益権総口数 12,500,000 口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 4,814,404 口

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ/ＪＳＥ Ａfrica Ｔop40連動型上場投信

公募

1兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の95以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1324

当初信託元本額 4,600,000,000 円

当初受益権総口数 20,000,000 口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 20,000,000 口

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　ロシア株式指数・ＲＴＳ連動型上場投信

公募

1兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の95以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1325

当初信託元本額 10,200,000,000円

当初受益権総口数 25,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 16,281,097 口

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信

公募

1兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の95以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1328

当初信託元本額 5,096,000,000円

当初受益権総口数 2,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 9,378,897 口

金価格連動型上場投資信託

公募

2兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第２号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の50 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の50％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1329

当初信託元本額 9,378,369,000円

当初受益権総口数 900,900口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 457,953 口

iシェアーズ日経225

公募

5兆円

無期限

無期限

みずほ信託銀行株式会社

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎年8月9日から2ヶ月以内の委託者の指定する日以降

－

－

郵便振替支払通知書方式（一定口数以上は預金口座への送金も可）

a-1) 信託報酬総額：年10,000万分の30以内
a-2) 支払方法等：毎計算期末または信託終了時に信託財産から支弁
b-1) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金
の利息
b-2) 支払方法等：都度信託財産から支弁
c-1) 監査費用（含消費税）
c-2) 支払い方法等：毎計算期末または信託終了時に信託財産から支弁

・「iシェアーズ日経225」の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きの影響を受
けますが、これらの運用による損失は全て投資家のみなさまに帰属します。したがって、当ファ
ンドは元金が保障されているものではありません。
・この投資信託は、主に国内株式を対象としています。組み入れた株式の株価の下落やこれら
の株式の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることが
あります。
・投資信託は、金融機関の預金あるいは保険契約とは商品性が異なります。
・投資信託は、預金保険機構あるいは保険契約機構の保険対象ではありません。
・投資信託は、元金及び利回り保証のいずれもありません。
・投資信託を取得されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1330

当初信託元本額 金50,133,795,200円に相当する有価証券及び金銭の合計額

当初受益権総口数 4,073,600口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 30,962,708 口

上場インデックスファンド２２５

公募

5兆円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換する
株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消
の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降、また、受益証券に
ついては交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して３営業日
目以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権又は受益証券については、信託終了日以
降、償還価額をもって委託者の指定する証券会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日から

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た金額並びに有価証券の貸付の指図を
行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財
産中から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取り又は償還の価額が当
該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1340

当初信託元本額 2,916,000,000円

当初受益権総口数 12,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 4,053,120 口

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　インド通貨ルピー連動型上場投信

公募

1兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

原則として、毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の85以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1341

当初信託元本額 2,814,300,000円

当初受益権総口数 450,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 301,326 口

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　ブラジル通貨レアル連動型上場投信

公募

1兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

原則として、毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の85以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1342

当初信託元本額 2,805,000,000円

当初受益権総口数 6,600,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 2,220,610 口

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　ロシア通貨ルーブル連動型上場投信

公募

1兆円

無期限

無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

原則として、毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の85以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1343

当初信託元本額 2,002,835,600円

当初受益権総口数 1,700,200口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 5,292,900 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

原則として、毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第１号により計算した額に、第2 号により計
算した額を加算して得た額とします。
1．信託財産の純資産総額に年10,000 分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

-

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信

公募

1,000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1344

当初信託元本額 26,450,678,400円

当初受益権総口数 39,012,800口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 39,012,800 口

ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信

公募

金5兆円もしくは金5兆円相当の信託適格有価証券

無期限

平成20年 9月19日から無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱ＵＦＪ投信株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額としま
す。
　１．計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の19以内の率を乗じて得
た額
　２．有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換または償還等に伴う
買取り等の価額は投資額と同じではありません。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1345

当初信託元本額 1,068,837,600円

当初受益権総口数 1,366,800口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 1,366,800 口

上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型

公募

3,000億円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット不動産投資信託証券を、当該受益権として振替口座簿に記載または記
録されている振替受益権と引換えに交換する
不動産投資信託証券の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請
が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額を
もって委託者の指定する販売会社が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所：受託者

純資産総額に年10,000分の30以内の率を乗じて得た額、並びに不動産投資信託証券の貸付
の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末又は
信託終了の時に信託財産中から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1346

当初信託元本額 22,033,527,699円

当初受益権総口数 2,986,787口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 3,353,412 口

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

公募

金5兆円もしくは金5兆円相当の信託適格有価証券

無期限

平成21年 2月24日から無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱ＵＦＪ投信株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日

ー

ー

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額としま
す。
　１．計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の17以内の率を乗じて得
た額
　２．有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、
委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換または償還等に伴う
買取り等の価額は投資額と同じではありません。

ー



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1347

当初信託元本額 1,016,083,140円

当初受益権総口数 336,340口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 538,780 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日

－

－

償還の際の交換、買取の場所：委託者の指定する第一種金融商品取引業者、分配金の支払
場所：受託者

純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た額並びに有価証券の貸付の指図を行っ
た場合は、その品貸料の100分の50以内の額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中
から支弁する
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該
信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない

－

上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ３５

公募

３兆円相当額　但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる

受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持
分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振
替受益権と引換えに交換する
株式の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関等に
受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降
交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額を
もって委託者の指定する第一種金融商品取引業者が買取りを行う

期間の定めを設けない　但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日興アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1348

当初信託元本額 10,663,288,300円

当初受益権総口数 11,994,700口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 １口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 11,994,700 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日

　―

　―

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額としま
す。
　１．計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の7.8以内の率を乗じて得
た額
　２．有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、
委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換または償還等に伴う
買取り等の価額は投資額と同じではありません。

　―

ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信

公募

金５兆円もしくは金５兆円相当の信託適格有価証券

無期限

平成21年5月14日から無期限

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱ＵＦＪ投信株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1610

当初信託元本額 1,958,338,100円

当初受益権総口数 1,023,700口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 1,023,700 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

－

－

信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金
を振り込む方式により行なうものとします。

計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期間の最初の6カ月
終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の22以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買
取りを行なうことはありません。

－

ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数

公募

5兆円

委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表
示する受益証券と引き換えに交換するものとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者
が交換の請求を行なった指定販売会社に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交
付を行ない、指定販売会社は、受託者から交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやか
に交付するものとします。
また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成14年 3月 28日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1612

当初信託元本額 2,091,000,000円

当初受益権総口数 10,200,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 37,052,150 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

－

－

信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金
を振り込む方式により行なうものとします。

計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期間の最初の6カ月
終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の22以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買
取りを行なうことはありません。

－

ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数

公募

5兆円

委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表
示する受益証券と引き換えに交換するものとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者
が交換の請求を行なった指定販売会社に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交
付を行ない、指定販売会社は、受託者から交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやか
に交付するものとします。
また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成14年 3月 28日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1613

当初信託元本額 3,762,000,000円

当初受益権総口数 2,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 1,141,003 口

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託

公募

10兆円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の22 以内
の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1615

当初信託元本額 3,000,000,000円

当初受益権総口数 15,000,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 197,809,621 口

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託

公募

10兆円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

－

－

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の22 以内
の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴
う買取り等の価額は投資額と同じではない。

－



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1617

当初信託元本額 1,141,877,880円

当初受益権総口数 63,960口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 103,910 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

-

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　食品（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1618

当初信託元本額 166,675,980円

当初受益権総口数 9,980口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 30,434 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

-

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1619

当初信託元本額 610,833,960円

当初受益権総口数 46,980口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 106,880 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　建設・資材（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

-



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1620

当初信託元本額 1,116,744,570円

当初受益権総口数 84,930口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 85,634 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　素材・化学（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1621

当初信託元本額 500,164,600円

当初受益権総口数 40,930口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 140,830 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　医薬品（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1622

当初信託元本額 840,170,100円

当初受益権総口数 56,980口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 256,890 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1623

当初信託元本額 650,307,000円

当初受益権総口数 21,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 11,115 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1624

当初信託元本額 610,629,660円

当初受益権総口数 28,970口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 30,302 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　機械（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1625

当初信託元本額 2,380,567,840円

当初受益権総口数 186,040口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 336,137 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　電機・精密（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1626

当初信託元本額 2,373,356,060円

当初受益権総口数 210,890口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 330,720 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1627

当初信託元本額 217,777,820円

当初受益権総口数 16,990口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 387,522 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　電力・ガス（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1628

当初信託元本額 675,648,000円

当初受益権総口数 48,000口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 187,810 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　運輸・物流（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1629

当初信託元本額 1,000,629,970円

当初受益権総口数 35,990口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 16,581 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　商社・卸売（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1630

当初信託元本額 461,706,300円

当初受益権総口数 46,950口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 126,981 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1631

当初信託元本額 557,595,760円

当初受益権総口数 35,960口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 40,719 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　銀行（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1632

当初信託元本額 274,363,110円

当初受益権総口数 18,970口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 152,078 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1633

当初信託元本額 236,825,400円

当初受益権総口数 9,980口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 20,670 口

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　不動産（ＴＯＰＩＸ-17）上場投信

公募

3000億円

無期限

無期限

野村信託銀行株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日

-

-

原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計
算した額を加算して得た額とします。
１．信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額
２．株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40％以内の額
②前項の信託報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の6ヶ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託財産の価額は組入証券の価額の変動に伴って変わるので、交換、または償還時に伴う
買取り価額等の価額は投資額と同じではない。



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1634

当初信託元本額 1,205,040,420円

当初受益権総口数 71,262口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 98,159 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1635

当初信託元本額 447,008,848円

当初受益権総口数 25,168口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 25,168 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1636

当初信託元本額 1,360,790,448円

当初受益権総口数 96,757口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 96,757 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1637

当初信託元本額 2,483,104,125円

当初受益権総口数 185,875口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 185,875 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1638

当初信託元本額 1,608,010,672円

当初受益権総口数 122,338口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 122,338 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1639

当初信託元本額 3,741,996,180円

当初受益権総口数 251,732口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 251,732 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1640

当初信託元本額 1,791,011,629円

当初受益権総口数 52,303口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 52,303 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1641

当初信託元本額 1,775,404,734円

当初受益権総口数 78,222口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 78,222 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1642

当初信託元本額 6,123,964,890円

当初受益権総口数 452,454口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 452,454 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1643

当初信託元本額 3,796,483,100円

当初受益権総口数 329,270口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 329,270 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1644

当初信託元本額 1,692,976,238円

当初受益権総口数 134,129口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 134,129 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1645

当初信託元本額 2,028,123,894円

当初受益権総口数 140,979口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 182,678 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1646

当初信託元本額 1,977,332,586円

当初受益権総口数 70,066口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 70,066 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1647

当初信託元本額 1,247,393,910円

当初受益権総口数 116,830口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 85,127 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1648

当初信託元本額 4,590,667,929円

当初受益権総口数 262,609口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 262,609 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1649

当初信託元本額 2,188,559,828円

当初受益権総口数 146,647口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 146,647 口

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行）

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―



１ 振替上場投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード 1650

当初信託元本額 962,153,640円

当初受益権総口数 38,394口

４ 受託者の商号

５ 委託者の商号

６ 最低発行単位口数 1口

７
公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私
募の別

８
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替上場投資信託受益権につい
ては、追加信託をすることができる元本の限度額

９ 信託契約期間

１０ 信託の元本の償還の時期

11 信託の収益の分配の時期

12 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

13
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の
手数料の計算方法並びにその支払の方法及び
時期

14
運用の指図に係る権限を委託する場合において
は、その運用の指図に係る権限を委託する者の
商号又は名称及び所在の場所

15 上記の場合における委託に係る費用

16
運用の指図に係る権限を委託する場合における
その委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則（平成12年総理府令第129号）第13条第２号イ
に規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

18 振替上場投資信託受益権の口数 38,394 口

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替上場投資信託受益権の総口数

３

17

　収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に
行なうものとします。

―

―

　信託の終了に際し、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者による交換
の請求に対する株式の交付は、指定販売会社において行なうものとします。また、委託者が別
に定める一定口数未満の受益権については、委託者が信託の終了に関して指定する指定販
売会社において買取るものとします。
　収益分配金の支払いは、原則として、受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配
金を振り込む方式により行なうものとします。

　計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
1．信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2．信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあ
たって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと
みなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た
額（当該額が負数のときは零とします。）に100分の50以内の率を乗じて得た額

　償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または
買取りを行なうことはありません。

―

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

公募

1兆円

　委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受
益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するも
のとします。受託者は、委託者の指図に従い、受益者が交換の請求を行なった指定販売会社
に、別に定める期日から信託財産に属する株式の交付を行ない、指定販売会社は、受託者か
ら交付を受けた株式を、所定の手続を経てすみやかに交付するものとします。
　また、委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口
数未満の受益権について買取るものとします。

平成20年7月22日から無期限とします。

住友信託銀行株式会社

大和証券投資信託委託株式会社


